
 

第６ 不登校の生徒などを対象とした特別な選抜  
 
１ 募集人員等 

 一般募集で実施する。 
 募集人員は定めず、選抜要領に従って各学校の実情に応じて選抜し、入学許可候補者を決定する。 
 ただし、この選抜による入学許可候補者数は、募集人員に含まれる。 

 
２ 実施する高等学校 
    原則として、全日制の課程及び定時制の課程の全ての学校、学科等で実施する。 
 
３ 出願資格 

 令和６年３月31日までに中学校を卒業する見込みの者で、中学校在学中に一過性のつまずきなど

により不本意な中学校生活を送った者で、在学中学校長が、不登校の生徒などを対象とした特別な

選抜による出願に該当すると認めた者。 

 
４ 出願手続 

 不登校の生徒などを対象とした特別な選抜を希望する者は、「自己申告書」（様式６）を、在学

中学校長を経て、入学願書とともに、志願先高等学校長に提出する。 
 「入学願書」（様式５）の記入に当たっては、「特別選抜に関する申告欄」の「不登校の生徒な

どを対象とした特別な選抜」に○を付す。 

 なお、電子出願手続に当たっては、画面に表示される案内に従って選択又は入力すること。 

 
５ 第2志望の扱い 

 第2志望を認める高等学校の学科等において、不登校の生徒などを対象とした特別な選抜に志願し

た者が第2志望を申告したときは、第2志望の学科等においてはこの選抜の対象としない。 
 
６ 志願先変更 

 志願先変更をする場合は、新たに志願する高等学校長に改めて「自己申告書」を提出する。 

 なお、先に志願した高等学校長に「自己申告書」を提出しなかった場合、志願先変更をする高等

学校長に「自己申告書」を提出することはできない。 
 
７ 面接 

第５の２～５（15ページ）による。 
 
８ その他 

ここで定めた内容以外の事項については、第３（２ページ）による。 

 
 

 

第７ 私立中学校並びに県外及び海外の中学校等から出願する場合に必要な手続等 
 
１ 私立中学校から出願する場合 

(1) 県内に居住し、県内の私立中学校を卒業又は卒業見込みの者 
ア 出願資格 

第１の２（１ページ）による。 

イ 出願手続 
(ｱ) 第３の３（２ページ）による。 
(ｲ) 住民票の写し（出願日より3カ月以内に発行されたもので、保護者と志願者について記載さ

れているもの。また、個人番号の記載がないもの。）を提出する。 
(2) 県内に居住し、県外の私立中学校を卒業又は卒業見込みの者 

下記「３ ２以外の県外中学校等から出願する場合」による。 
(3) 令和６年３月末までに県内に転居する予定の者で、県内又は県外の私立中学校を卒業又は卒業

見込みの者 
下記「３ ２以外の県外中学校等から出願する場合」による。 

(4) 県内の私立中学校を卒業又は卒業見込みの者が出願する場合、「学習の記録等学年内評価分布

表」及び「学習の記録等一覧表」を提出する。 

 
２ 隣接県の隣接学区から出願する場合（隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定による出願） 

(1) 出願資格 
「隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定」及び「隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定第

５条の規定に基づく令和６年度細部協定書」により出願資格を有する者 
(2) 出願手続 

ア  第３の３（２ページ）による。 
イ 埼玉県以外の公立高等学校に出願しないことの「証明書」（様式12）を提出する。 
ウ  提出する書類は、すべて本県所定のものとする。 
エ 本県公立高等学校への志願者の取扱いについては、各県との「隣接県公立高等学校入学志願

者取扱協定第５条の規定に基づく令和６年度細部協定書」による。 

(3) 隣接学区に居住し、県外の私立中学校を卒業又は卒業見込みの者が出願する場合は、「学習の

記録等学年内評価分布表」及び「学習の記録等一覧表」については、提出する必要はない。 

 
 

３ ２以外の県外中学校等から出願する場合 
(1) 出願資格 

出願について志願先高等学校長の承認を得た者 
(2) 出願承認の手続 

ア 出願承認の申請 
 (ｱ) 「埼玉県公立高等学校出願承認申請書」に、別に定める承認のための必要書類を添付し、 

  志願先高等学校長に提出して、承認を受ける。 

 (ｲ) 出願承認の申請を行う期間及び受付時間は、次のとおり。 
 
 
 
 

  令和６年１月９日（火）から２月８日（木）まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

  受付時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時30分まで。 
  なお、可能な限り、令和６年２月７日（水）までに出願承認の申請を行う。 
 
イ 出願する際の注意事項 

(ｱ) 第３の３（２ページ）による。 
(ｲ) 提出する書類は、すべて本県所定のものとする。 
(ｳ) 出願の際、「入学願書」等とともに、志願先高等学校長より交付された「埼玉県公立高等学 

 校出願承認書」を添付して提出する。 
(ｴ) 「学習の記録等学年内評価分布表」及び「学習の記録等一覧表」については、提出する必要

はない。 
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４ 海外の日本人学校等から出願する場合 

(1) 出願資格 
ア  県立高等学校に出願する場合は、全日制の課程は埼玉県教育局県立学校部県立学校人事課、

定時制の課程及び通信制の課程は志願先高等学校において、出願資格の認定を受けた者 
イ  市立高等学校に出願する場合は、当該高等学校を設置する市の教育委員会において、出願資

格の認定を受けた者 
(2) 出願資格認定の手続 

ア 出願資格認定の申請 
(ｱ) 県立高等学校に出願する場合は、「令和６年度埼玉県立高等学校入学志願者の出願資格認定

申請書」に別に定める認定のための必要書類を添付し、全日制の課程は埼玉県教育局県立学校

部県立学校人事課長、定時制の課程及び通信制の課程は志願先高等学校長に提出して認定を受

ける。 
(ｲ) 出願資格認定の申請を行う期間及び受付時間は、次のとおり。  

  令和５年12月１日（金）から令和６年２月８日（木）正午まで（ただし、土曜日、日曜日、

祝日、令和５年12月29日（金）から令和６年１月３日（水）までの間を除く。） 

 受付時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時30分まで。 

 なお、可能な限り、令和６年２月７日（水）までに出願資格の認定を受ける。  
(ｳ) 第13秋季募集（27ページ）における吹上秋桜高等学校に出願する場合は、「令和６年度入

学者の出願資格認定申請書」に別に定める認定のための必要書類を添付し、吹上秋桜高等学

校長に提出して認定を受ける。 

(ｴ) 第13秋季募集（27ページ）における吹上秋桜高等学校の出願資格認定の申請を行う期間及

び受付時間は、次のとおり。 

  令和６年８月１日（木）から令和６年９月３日（火）正午まで（ただし、土曜日、日曜日、

祝日、令和６年８月13日（火）から令和６年８月16日（金）までの間を除く。） 

 受付時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時30分まで。 

 なお、可能な限り令和６年９月２日（月）までに出願資格の認定を受ける。 
  

イ 出願する際の注意事項 
(ｱ) 第３の３（２ページ）による。 
(ｲ) 「入学願書」、「受検票」及び「調査書」は、本県所定のものとする。 
(ｳ) 「入学願書」及び「受検票」は、全日制の課程は埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課

（電話048-830-6766）、定時制の課程又は通信制の課程は志願先高等学校で交付する。 

(ｴ) 出願の際、「入学願書」等とともに、交付された「出願資格認定申請書」を提出する。 

(ｵ) 「学習の記録等学年内評価分布表」及び「学習の記録等一覧表」については、提出する必要

はない。 

 

第８ 帰国生徒特別選抜による募集 
 
１ 帰国生徒特別選抜による募集の実施校及び募集人員 

全日制の課程において一般募集に併せて実施する。 
なお、募集人員については、別に定める。 

 
２ 出願資格 

第１の２に定める出願資格（１ページ）を有する者で、かつ、次の(1)又は(2)のいずれかに該当

する者とする。 
(1) 日本国外における在住期間が、帰国時から遡り継続して、原則２年以上４年未満の者で、 

  帰国後２年以内の者 

(2) 日本国外における在住期間が、帰国時から遡り継続して、原則４年以上の者で、帰国後 

  ３年以内の者 
 ただし、「帰国後２年以内」及び「帰国後３年以内」とは、原則として、帰国した日から令和６

年２月１日現在で、それぞれ２年及び３年が経過していない場合をいう。 

 
３ 出願手続 

第３の３（２ページ）に準ずる。ただし、次のことに留意する。 

 なお、電子出願実施校への出願に当たっては、画面に表示される案内に従って選択又は入力する

こと。 

(1) 第３の３(1)のアについては、「入学願書」（様式５）、「受検票」（様式５-２）とともに

「海外在住状況説明書」（様式13）を、志願先高等学校長に提出する。 

「入学願書」の記入に当たっては、「特別選抜に関する申告欄」の「帰国生徒特別選抜による

募集」に○を付し、出身中学校長による応募資格証明を受ける。 

(2) 第３の３(2)のアについては、「入学願書」を受理した高等学校長は、所定の「受検票」及び

「帰国生徒特別選抜証明書」（様式14）を交付する。ただし、受検票を郵送により交付する場合、

受検票の備考欄に、「帰国生徒特別選抜による出願を認める」と記載し、高等学校長印を押印す

ることで「帰国生徒特別選抜証明書」に代えることができる。 
(3) 第６の４の「自己申告書」（様式６）は、提出することができない。 
(4) 第２志望を認める高等学校に出願し、第２志望を希望する場合は、「入学願書」（様式５）の

「第２志望に関する申告欄」の「あり」の欄に○を付し、志望する学科（コース等）名を記入す

ること。第２志望を希望しない場合は「なし」の欄に○を付す。 

 
４  志願先変更 

第３の７（７ページ）に準ずる。ただし、次のことに留意する。 
第３の７(1)については、帰国生徒特別選抜に出願した者は、1回に限り、他の帰国生徒特別選抜

を行う高等学校又は一般募集を行う高等学校に志願先を変更することができる。ただし、他の帰国

生徒特別選抜を行う高等学校の「帰国生徒特別選抜による募集」に志願先を変更する者は、志願先

変更の手続を行う際、先に志願した高等学校長から交付された「帰国生徒特別選抜証明書」（様式

14）を添付し、手続を行うこと。 
 

５ 学力検査 
第３の９（８ページ）により行う。問題は他の志願者と同一とする。ただし、志願者は社会及び

理科の2教科の学力検査は受検しない。 
学力検査の日程は、次のとおりとする。 

時
間 

8:45～ 

9:20 

9:25～

10:15 
(50分) 

10:35～

11:25 
(50分) 

11:45～14:20 
14:40～

15:30 

(50分) 
教
科
等 

一般諸注意 国 語 

休 

憩 

数 学 

休 

憩 

志願先高等学校長の指示に従う。 

休 

憩 

英 語 
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